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ＳＢＣ技術管理課

【注意】申請前既に増改築等部分がある場合は、該当部分
を含め1/2以下が条件なので詳細協議後の受付可否判断
となりますのでご理解下さい。

ご用意頂く図書（必須）

検査済証（台帳証明） 確認済証（記載台帳証明等の着工証明書類）
受理ＮＧ

木造住宅等四号建物【同一棟・初回増築】受理判定フロー

不足図書
ご用意頂
いた場合

検査済証ある場合
受理ＯＫ

（増築規模は不問）

耐力壁（筋交い等）の
追加・改修が可能で且
つ「耐久性関係規定」
に適合しているか？
（要・調査写真）

●増改築部分の床面積合計が基準時（平成12年年6月
1日・現行法施行日）の延べ床面積の1/2以下である。
（＊法第86条の7第1項及び令第137条の2により法第20
条「構造耐力関係」緩和が可能）

平成12年6月1日（現
行法施行日）以後の
確認済証ですか？

（ＳＢＣ書式）

「確認済証」・「検査済証」・「記載台帳証明」
写

壁量及び壁バランス（軸組工法の場合）計算
（＊構造計算による場合は構造図面・計算書一式）

　★既存不適格（構造）建築物

　☆現行適格（構造）建築物

「既存不適格調書」（ＳＢＣ書式あり） □

□

□

□

□

□
増築部分・構造仕様規定適合チェックシート

●参考図書：平成22年版「建築確認手続き等の運用改善マニュアル」小規模建築
物用

★受理ＯＫでも適合か否かは審査結果によります。

▲検査済証がない場
合、配筋・金物写真等
で施工状況が明確ま
たは行政庁協議により
要求図書を満たす場
合は受理ＯＫ

受理ＯＫ

注意事項

■集団規定（用途・接道・建ぺい率・容積率・高度地区・斜線制限・日影規制な
ど）に適合を確認。（★既存部分違反ある場合は受理ＮＧ、改修後の申請）

■構造耐力以外の緩和を受ける場合は令第137条の3以下の該当条
文に適合していることが確認できること。

■防火設備、シック換気（既存部分が経路等の場合）、階段手摺、住宅
用火災警報器、などは緩和対象外につき適合改修が可能な事。

★別途「既存部分写真提出シート」をお渡しのこと。

既存建物図面（配置図・各階平面図）
（＊計画図面に表記して頂いても構いません。）

緩和条件適合チェックシート
（ＳＢＣ書式）

既存不適
格緩和な
い為、全て
現行法適
合の確認
申請が必
要です。

昭和56年6月1（新耐震基準施行
日）以降の確認済証ですか？


